
 

 

 

 

令和３年度 事業計画 

  当協会は昭和４４年 建築家 佐藤武夫氏・事業家 矢橋六郎氏を中心に設立された任意団体

「建築美術工業会」を芦原義信氏が引き継ぎ、平成元年文化庁所管の「社団法人日本建築美術工

芸協会」、平成２５年の公益法人制度改革によって内閣府所管の「一般社団法人日本建築美術工

芸協会」となり、平成３０年には法人として設立 30 周年を迎えました。  文化的都市の創造を

実践するために建築・美術・工芸に関わるあらゆる分野の人々が集まり・連携し、そして交流を

深めながら文化と芸術性の追求と情報の発信を行い、健康で文化的な空間創造に寄与することを

目的にした活動はこの 30 年間会員皆様のご支援によって発展してきました。 

昨年は、新型コロナウイルス感染防止対策の為、３密防止・不要外出自粛などにより、景観シ

ンポジウム・講演会・フォーラム・展覧会など、協会活動で集客による情報発信が中止となりま

した。 

 本年はワクチン接種によるウイルス感染の終息の見通しが立ちませんが、インターネットによ

る電子講演会を合わせた事業を、社会の状況を判断しながら本来の事業を進めて参ります。 

 

常置委員会 

１、表彰委員会 

ＡＡＣＡ賞の表彰事業等の実施と発表 

「受賞者紹介のつどい」開催  

協会活動功労者の表彰事業等の実施、 

 

２、情報文化研究委員会 

地域の文化情報の研究事業等の実施と成果の発表 

景観と街づくり等に関する研究事業等の実施と成果の発表、 

 

    ３、文化事業委員会 

景観と街づくり等に関するシンポジウム・講演会等事業の実施 

 

４、会員交流委員会   

会員交流事業の企画・運営、視察研修事業等の実施、 

 

５、フォーラム委員会 

「aaca フォーラム」等の実施、 

 

   ６、展覧会委員会 

「ＢＯＸ展」・「街に飛び出す作品展」等の実施、 

 

７、広報委員会 

       協会活動の広報事業等の実施、会報誌等刊行事業の実施、 

情報発信活動（ホームページ）等の運営管理と業務の実施、 

 



 

 

 

 

８，総務委員会 

協会主催事業に関する業務等の管理、 

協会倫理規定遵守等のチェック、 

役員・委員会委員の交流会の実施、 

 

 

 

 

特別委員会 

     １、協会賞選考委員会、 

       ＡＡＣＡ賞・芦原義信賞・優秀賞・奨励賞・美術工芸賞等の審査、 

受賞者の選定、及び表彰、 

応募写真集の刊行  

 

２、会員増強委員会、 

       個人・法人会員の新規入会促進 

「aaca サロン」開催 

 

 


